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す
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す
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条
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一
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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三
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吏
員
恩
給
条
例
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一
部
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改
正
す
る
条
例 

（
職
員
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生
課
）　
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職
員
の
退
職
手
当
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関
す
る
条
例
の
一
部
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改
正
す
る
条
例 
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三

〇
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
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す
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す
る
条
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条
例
の
一
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改
正
す
る
条
例 

（
税　

務　

課
）　

　

四

〇
県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

九

〇
企
業
立
地
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

九

〇
港
湾
施
設
等
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
港　

湾　

課
）　

　

九

〇
宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

一
一

 
条

例

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
二
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
宮
城
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第
二
条
の
三
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員

四　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員

　
　

イ　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員

�
　

任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。）
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で

あ
る
非
常
勤
職
員

�
　

そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。）
を
超
え
て
特
定
職
に
引
き
続

き
在
職
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
非
常
勤
職
員
（
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
、
そ
の
任
期
が
満
了
し
、
か
つ
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
及
び
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ

れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
非
常
勤
職
員
を
除
く
。）

�
　

勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員

ロ　

次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
（
そ
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
子
に
つ

い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。）

ハ　

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当

該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続

き
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
を
育
児
休
業
の

期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の

　

第
二
条
の
二
を
第
二
条
の
三
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）

第
二
条
の
二　

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

（1）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第65号　　 
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一　

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合　

非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日

二　

非
常
勤
職
員
の
配
偶
者（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。以
下
同
じ
。）

が
当
該
非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め

に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
等
に
よ
る
育

児
休
業
」
と
い
う
。）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
後
で
あ
る
場
合
又

は
当
該
育
児
休
業
法
等
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）　

当
該
子
が
一
歳
二
か
月

に
達
す
る
日（
当
該
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日
数（
当

該
子
の
出
生
の
日
か
ら
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。）
か
ら
育
児
休
業
等
取
得
日
数
（
当
該
子

の
出
生
の
日
以
後
当
該
非
常
勤
職
員
が
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第

七
号
。
以
下
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
六
条
若
し
く
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
く
産
前
産
後
の
特
別
休
暇
又
は
任
命
権
者
が
定
め
る
産
前
産
後
の
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
日
数

と
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数
を
い
う
。）を
差
し
引
い
た
日
数
を
経
過
す
る
日
よ

り
後
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
経
過
す
る
日
）

三　

一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当

該
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配

偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
法
等
に
よ
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日

（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
育
児
休
業
法
等
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ

た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
））
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非

常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初

日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き　

当

該
子
が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日

イ　

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育
児
休
業
の

期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）

に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
配

偶
者
が
す
る
育
児
休
業
法
等
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
法
等
に
よ
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場

合
ロ　

当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た
め
に
特
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

　

第
三
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六　

第
二
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

七　

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
が
、
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と

す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
第
一
号
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
。
以
下
「
職

員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）」
を
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
に
、「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）」
を
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条

例
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
」
を
「
次

に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員

二　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）

　
　

イ　

特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員

　
　

ロ　

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員

　

第
二
十
条
第
一
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
を
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条

例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
与
え
ら
れ
て
い
る
職
員
」
の
下
に
「（
非
常
勤
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ

き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
生

後
満
一
年
に
満
た
な
い
生
児
を
育
て
る
た
め
の
任
命
権
者
が
定
め
る
休
暇
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
休
暇
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
）
行
う

も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

号外第65号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）



　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
三
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
行
方
不
明
と
な
つ
た
職
員
に
関
す
る
特
例
）

　
　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
附
則
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
三

33
月
十
一
日
に
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
当

該
職
員
は
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
吏
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
四
号

県
吏
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
吏
員
恩
給
条
例
（
大
正
十
三
年
宮
城
県
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
ノ
二　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
ニ
発
生
シ
タ
ル
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
ニ
因
ル
災
害
ニ
因
リ
行
方

不
明
ト
ナ
リ
タ
ル
者
ノ
生
死
ガ
三
月
間
不
明
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
者
ノ
死
亡
ガ
三
月
以
内
ニ
明
カ
ト
ナ
リ
且
其
ノ
死

亡
ノ
時
期
ガ
不
明
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
条
例
ノ
死
亡
ニ
係
ル
給
付
ノ
支
給
ニ
関
ス
ル
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
同
日
ニ
其

ノ
者
ハ
死
亡
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
五
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
行
方
不
明
と
な
つ
た
者

32
の
生
死
が
三
月
間
分
か
ら
な
い
場
合
又
は
そ
の
者
の
死
亡
が
三
月
以
内
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
の
時

期
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
そ
の
者
は
、
死
亡
し
た
も
の
と

推
定
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
別
表
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
の
項
中
「
以
後
」
を
「
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改

め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（3）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第65号　　 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

年
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

年
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

年
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト



附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
七
号

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
等
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
死
亡
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
七
条　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
行
方
不
明
と
な
つ

た
職
員
の
生
死
が
三
月
間
分
か
ら
な
い
場
合
又
は
そ
の
職
員
の
死
亡
が
三
月
以
内
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の

死
亡
の
時
期
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
の
死
亡
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
日
に
、
そ
の
職
員
は
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
八
号

高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
「
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
各
一
人
」
を
「
、
保
証
人
一
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
保
証
人
は
、
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
第
六
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
申
請
に
係

る
奨
学
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
奨
学
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号

高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

高
等
学
校
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
生
徒
」
の
下
に
「
及
び
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋

沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
就
学
等

が
困
難
な
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
号

号外第65号　平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
以
後

年
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

年
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

年
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

年
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

年
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト



宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
百
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

県
税
事
務
所
長
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
別
に
納
期
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

第
百
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

県
税
事
務
所
長
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
別
に
納
期
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
の
特
例
）

第
二
十
五
条　

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。）

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第
五
条
の
四
及
び
附
則
第
五
条
の
四
の
二
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又

は
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」
と
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一

項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」と
、

同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
」
と
す
る
。

　

（
揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
規
定
の
適
用
停
止
措
置
の
停
止
）

第
二
十
六
条　

附
則
第
十
一
条
の
八
の
規
定
は
、
震
災
特
例
法
第
四
十
四
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
そ

の
適
用
を
停
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
二
十
五
条
に
係

る
部
分
に
限
る
。）
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
一
号

県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
税
減
免
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
事
業
用
資
産
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
損
害
を
受
け
た
と
き
」
を
「
事
業
用
資
産

に
つ
い
て
当
該
事
業
用
資
産
の
価
額
の
二
分
の
一
以
上
の
金
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
補�
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
金
等
の
金
額
を
控

除
し
た
金
額
）
に
相
当
す
る
損
害
を
受
け
、
か
つ
、
前
年
中
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
事
業
の
所

得
（
次
項
に
お
い
て
「
前
年
中
の
事
業
の
所
得
」
と
い
う
。）
が
千
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

災
害
に
よ
り
そ
の
者
（
そ
の
者
の
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
同
項
第

八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
含
む
。）
の
所
有
に
係
る
住
宅
又
は
家
財
（
以
下
「
住
宅
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い

て
当
該
住
宅
等
の
価
額
の
二
分
の
一
以
上
の
金
額（
保
険
金
等
に
よ
り
補�
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
保
険
金
等
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
に
相
当
す
る
損
害
を
受
け
、
か
つ
、
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
（
宮

城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
所
得
と
区
分
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の

金
額
（
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
前
の
金
額
）、
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
県
税
条
例
附
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
（
法
附
則
第
三

十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
前
の
金
額
）、
県
税
条
例
附
則
第
二
十
条
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
（
法
附
則
第
三

十
五
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
前
の
金
額
）、
県
税
条
例
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
又
は
県
税
条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
金
額
を
含
む
。）
が
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
。

　

第
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
当
該
年
度
分
の
個
人
の
事
業
税
額
に
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
前
年
中
の
事
業
の
所
得
の
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

（5）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第65号　　 



　

第
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
課
税
す
べ
き
金
額
の
全
額
と
す

る
。

　

第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
、「
た
め
、」
を
「
こ
と
、
交
通
が
途
絶
さ
れ
た
こ
と
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
理
由
に
よ
つ
て
」
に
、「
の
運
行
」
を
「
を
運
行
す
る
こ
と
」
に
、「
期
間
が
十
日
」
を
「
と
認
め
ら
れ

る
期
間
が
十
五
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
損
傷
を
受
け
た
」
を
削
る
。

　

第
七
条
の
四
第
二
項
中
「
宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と

い
う
。）」
を
「
県
税
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
二
第
二
号
中
「
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）」
を
「
法
」

に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条

第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
程
度
」
の
下
に
「（
第
七
条
の
三
の
規

定
に
よ
り
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
に
損
傷
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。）」
を

加
え
る
。

　

附
則
に
次
の
十
八
項
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
法
人
の
県
民
税
の
減
免
）

５　

法
人
の
均
等
割
の
納
税
義
務
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
分
の
均
等
割
を
免
除
す
る
。

一　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
県
内
の
法
附
則
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域

内
に
の
み
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
と
き
。

二　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
県
内
の
法
附
則
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
区
域

内
に
の
み
寮
、
宿
泊
所
、
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
を
有
し
、
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し

な
い
と
き
。

６　

法
人
税
割
の
納
税
義
務
者
が
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
受
け
た
損
失
の
金
額

が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
（
資
本
金

の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
三
百
万
円
未
満
の
も
の
、
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の
又
は
県
税
条
例
第

二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て

い
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
か
ら
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
総
負
債
の
帳
簿
価
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当

該
貸
借
対
照
表
に
当
該
事
業
年
度
に
係
る
利
益
の
額
又
は
欠
損
金
の
額
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
利
益
の

額
を
控
除
し
、
又
は
当
該
欠
損
金
の
額
を
加
算
し
た
金
額
）
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金

額
以
上
の
金
額
で
あ
る
と
き
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す

る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
税
割
に
つ
い
て
、
県
税
条
例
附
則
第
八
条
又
は
附
則
第
九
条
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し

た
法
人
税
割
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
減
免
す
る
。

７　

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
受
け
た
損
失
の
金
額
が
資
本
金
の
額
又
は
出

資
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
の
金
額
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
損
失
の
金
額
の
合
計
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

８　

前
二
項
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
終
了
の
日
に

お
け
る
損
益
計
算
書
に
計
上
さ
れ
て
い
る
特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
（
当
該
損
失
が
繰
延
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
当
該
繰
延
資
産
を
含
む
。）
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
受
け
た
損
失
の
金
額
と
す
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
減
免
）

９　

法
人
の
事
業
税
の
納
税
義
務
者
が
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
受
け
た
損
失
の
金
額
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
の
金

額
で
あ
る
と
き
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業
年

度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
、
県
税
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
県

税
条
例
第
四
十
一
条
、
附
則
第
十
条
の
二
及
び
附
則
第
十
条
の
二
の
二
並
び
に
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お

け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し

た
事
業
税
の
額
（
他
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
課
税
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
課
税
免
除
後
の
額
）

に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
減
免
す
る
。

　
　

附
則
第
七
項
及
び
附
則
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10
　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
減
免
）

　
　

不
動
産
取
得
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
又
は
損
壊
し
た
家
屋
（
以
下
「
被

11
災
家
屋
」
と
い
う
。）
に
代
わ
る
家
屋
（
以
下
「
代
替
家
屋
」
と
い
う
。）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
附
則
第

五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　

不
動
産
取
得
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
代
替
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

12
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。）
に
お
い
て
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
代
替
家
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五
百
万
円
以
下
の
金
額

五
百
万
円
を
超
え
七
百
五
十
万
円
以
下
の
金
額

七
百
五
十
万
円
を
超
え
千
万
円
以
下
の
金
額

 

百
分
の
百

 

百
分
の
五
十

 

百
分
の
二
十
五



屋
の
課
税
標
準
額
に
当
該
代
替
家
屋
の
床
面
積
に
対
す
る
被
災
家
屋
の
床
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え
る

場
合
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

　
　

不
動
産
取
得
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
被
災
家
屋
の
敷
地
の

13
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
（
以
下
「
従
前
の
土
地
」
と
い
う
。）
に
代
わ
る
土
地
を
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
取
得

が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取

得
税
を
減
免
す
る
。

　
　

前
項
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
取
得
し
た
土
地
の
課
税
標
準
額
に
当
該
土
地
の
面
積
に

14
対
す
る
従
前
の
土
地
の
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
税
率
を
乗
じ

て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

　
　

附
則
第
十
三
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

15
　
　

不
動
産
取
得
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
ま

16
で
の
間
に
取
得
し
た
家
屋
を
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
又
は
損
潰
し
た
と
き
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
家
屋
に
つ
い
て
課
し
、
又
は
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
を
減
免
す
る
。

　
　

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

17
　

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
軽
油
引
取
税
の
免
除
）

　
　

県
税
条
例
第
百
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
油
引
取
税
を
申
告
納
付
す
べ
き
納
税
者
が
、
東

18
日
本
大
震
災
に
よ
り
そ
の
所
有
に
係
る
軽
油
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
当
該
軽
油
に
係
る
軽
油
引
取
税
を
免
除
す
る
。

　

（
減
免
の
手
続
）

　
　

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

19
載
し
た
申
請
書
に
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の
法
人
の
県
民

税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　
　

附
則
第
六
項
又
は
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に

20
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
と
な
る
べ
き
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、

附
則
第
六
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の
法
人
の
県
民
税
の
確
定
申
告
書
の

提
出
期
限
ま
で
に
、
附
則
第
九
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
の
法
人
の
事
業

税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
附
則
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

21
用
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
附
則
第
十
三
項
及
び
附
則
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　

第
十
条
の
規
定
は
、
前
三
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

22
　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
県
税
減
免
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
及

び
第
七
条
の
三
の
規
定
は
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
、
新
条
例
附
則
第
十
一
項
及
び
附
則
第
十
五
項
の
規
定

は
同
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

個
人
の
事
業
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
個
人
の
事

業
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
ま
で
の
期
間
（
以

下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。）
内
に
発
生
し
た
災
害
（
新
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
に
よ
り
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
当
該
事
業
用
資
産
の
価
額
の
二
分
の
一
未
満
の
金
額
（
保
険
金
、

損
害
賠
償
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
保
険
金
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
補�
さ
れ
る
べ
き
金
額
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
金
等
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
相
当
す
る
損
害
を
受

け
た
場
合

二　

特
定
期
間
内
に
発
生
し
た
災
害
に
よ
り
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
当
該
事
業
用
資
産
の
価
額
の
二
分
の
一
以
上
の

金
額
に
相
当
す
る
損
害
を
受
け
、
か
つ
、
新
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
年
中
の
事
業
の
所
得
が

千
万
円
を
超
え
る
場
合

３　

新
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
事
業
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
特
定
期
間
内

に
発
生
し
た
災
害
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
事
業
用
資
産
の
損
害
の
金
額

（
保
険
金
等
に
よ
り
補�
さ
れ
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
当
該
納
税
者
又
は
納
税
義
務

者
の
個
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
額
の
十
分
の
一
の
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
減
免
す
べ
き
税
額
は
、
次
に
掲
げ

る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一　

新
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

二　

事
業
用
資
産
の
損
害
の
金
額
か
ら
当
該
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
の
個
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
額
の
十
分
の

一
の
額
を
控
除
し
た
額
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
金
額
が
税
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
税
額
）

４　

自
動
車
税
の
納
税
者
又
は
納
税
義
務
者
が
、
特
定
期
間
内
に
発
生
し
た
災
害
に
よ
り
そ
の
所
有
す
る
自
動
車
に
損

傷
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
運
行
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
期
間
が
十
日
を
超
え
十
五
日
以

下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５　

新
条
例
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
法
人
の
県
民
税
又
は
法
人
の
事
業
税
を
減
免
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
に
係
る
新
条

例
附
則
第
十
九
項
又
は
附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
施
行
日
前
に
到
来
し
、
又
は
施
行

日
以
後
三
十
日
以
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
と
す
る
。

（7）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第65号　　 



６　

新
条
例
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
軽
油
引
取
税
又
は
自
動
車
税
を
減
免
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
者
に
係
る
新
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
附
則
第
二
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
施
行
日
前
に
到
来
し
、
又
は
施
行
日
以
後
六
十
日
以
内
に
到
来
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日

か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
二
号

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
条
例
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
到
来

し
、
又
は
施
行
日
以
後
三
十
日
以
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
三
号

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
条
例
第
六
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）

前
に
到
来
し
、
又
は
施
行
日
以
後
三
十
日
以
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の

提
出
期
限
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
四
号

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
不
均
一
課
税
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
条
例

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
到

来
し
、
又
は
施
行
日
以
後
三
十
日
以
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
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は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
五
号

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
二
十
七
条
」
を
「
）
第
二
十
七
条
第
一
項
」

に
、「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
七
条
の
五
に
お
い
て
」
を
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
」
に
、「
廃
棄
物
処

理
法
施
行
令
第
五
条
の
八
」
を
「
廃
棄
物
処
理
法
第
九
条
の
九
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

企
業
立
地
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
六
号

企
業
立
地
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

企
業
立
地
資
金
貸
付
基
金
条
例
（
平
成
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
十
年
以
内
」
を
「
十
五
年
以
内
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
企
業
立
地
資
金
貸
付
基
金
条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
企
業
立
地
資
金
貸
付
基
金
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
企
業
立

地
資
金
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
七
号

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
「
重
要
港
湾
」
を
「
国
際
拠
点
港
湾
」
に
改
め
、「
、
石
巻
港
」
を
削
り
、
同
表
係
留
施

表
荷
さ
ば
き
施
設
の
項
中
「
仙
台
塩
釜
港
仙
台
港
区
高
砂
埠
頭
」
を
「
高
砂
埠
頭
」
に
改
め
、
同
表
保
管
施
設
の
項
中
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設
の
項
中

「

係

船

浮

標

（
附
属
係
船
く

い
を
含
む
。）

レ
ジ
ャ
ー
用
小

型
船
舶
物
揚
場

係
留
時
間
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と
に

　

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
未
満

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

三
、
九
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

三
、
八
〇
〇
円

　

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

六
、
三
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

六
、
〇
〇
〇
円

　

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

九
、
四
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

九
、
〇
〇
〇
円

　

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

一
五
、
七
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

一
五
、
〇
〇
〇
円

一
月
一
区
画
に
つ
き 

五
、
五
〇
〇
円

」
を

「

レ
ジ
ャ
ー
用
小

型
船
舶
物
揚
場

一
月
一
区
画
に
つ
き 

五
、
五
〇
〇
円

」
に
改
め
、
同

「

野

積

場

水
面
貯
木
場

�
　

貨
物
を
搬
入
す
る
た
め
に
使
用
す
る
場
合

　
�
　

貨
物
搬
入
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
ま
で

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

特
地　
　

六
円
四
〇
銭

 

甲
地　
　
　
　
　

四
円

 

乙
地　
　

二
円
七
〇
銭

 

丙
地　
　

一
円
九
〇
銭

　
�
　

十
六
日
以
後

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

特
地　
　

九
円
三
〇
銭

 

甲
地　
　

五
円
三
〇
銭

 

乙
地　
　
　
　
　

四
円

 

丙
地　
　

二
円
七
〇
銭

�
　

競
技
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
に

使
用
す
る
場
合

　
�
　

仮
設
工
作
物
の
設
置

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
〇
円

　
�
　

そ
の
他

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

三
円

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

一
四
円

」
を

「

�
　

貨
物
を
搬
入
す
る
た
め
に
使
用
す
る
場
合

　
�
　

貨
物
搬
入
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
ま
で

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

特
地　
　

六
円
四
〇
銭

 

甲
地　
　
　
　
　

四
円

 

乙
地　
　

二
円
七
〇
銭

 

丙
地　
　

一
円
九
〇
銭

　
�
　

十
六
日
以
後



表
第
一
第
二
号
の
表
係
留
施
設
の
項
中
「
重
要
港
湾
」
を
「
国
際
拠
点
港
湾
又
は
重
要
港
湾
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表

第
一
第
三
号
と
し
、
別
表
第
一
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

重
要
港
湾
（
石
巻
港
）
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野

積

場
　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

特
地　
　

九
円
三
〇
銭

 

甲
地　
　

五
円
三
〇
銭

 

乙
地　
　
　
　
　

四
円

 

丙
地　
　

二
円
七
〇
銭

�
　

競
技
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
に

使
用
す
る
場
合

　
�
　

仮
設
工
作
物
の
設
置

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
〇
円

　
�
　

そ
の
他

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

三
円

」
に
改
め
、
別

港
湾
施
設
の

種
別　
　
　

係
留
施
設

荷
さ
ば
き
施

設

施　

設　

名

岸

壁

桟

橋

浮

桟

橋

物

揚

場

係

船

浮

標

（
附
属
係
船
く

い
を
含
む
。）

荷
さ
ば
き
地

使　
　
　
　
　

用　
　
　
　
　

料

�
　

旅
客
船
以
外
の
船
舶

�
　

係
留
時
間
十
二
時
間
ま
で
総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き 

五
円
二
五
銭

�
　

係
留
時
間
十
二
時
間
を
超
え
二
十
四
時
間
ま
で
総
ト
ン
数
一
ト
ン
に

つ
き 

七
円

�
　

係
留
時
間
二
十
四
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
超
過
時
間
十
二
時
間
ま

で
ご
と
に
総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き 

三
円
五
〇
銭

�
　

旅
客
船

　

係
留
回
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
総
ト
ン
数
一
ト
ン
に
つ
き 

七
円

係
留
時
間
二
十
四
時
間
ま
で
ご
と
に

　

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
未
満

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

三
、
九
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

三
、
八
〇
〇
円

　

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

六
、
三
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

六
、
〇
〇
〇
円

　

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

九
、
四
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

九
、
〇
〇
〇
円

　

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上

　

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶 

一
五
、
七
〇
〇
円

　

外
航
船
舶 

一
五
、
〇
〇
〇
円

�
　

貨
物
を
搬
入
す
る
た
め
に
使
用
す
る
場
合

　
�
　

貨
物
搬
入
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
ま
で

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

甲
地　
　

五
円
三
〇
銭

 

乙
地　
　
　
　
　

四
円

　
�
　

十
六
日
以
後

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

甲
地　
　
　
　
　

九
円

 

乙
地　
　
　
　
　

七
円

�
　

競
技
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
に

使
用
す
る
場
合

　
�
　

仮
設
工
作
物
の
設
置

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
〇
円

　
�
　

そ
の
他

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

三
円

�
　

貨
物
搬
入
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
ま
で

　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

一
二
円

保
管
施
設

船
舶
役
務
用

施
設

港
湾
環
境
整

備
施
設

港
湾
施
設
用

地

上

屋

野

積

場

水
面
貯
木
場

船
舶
給
水
施
設

�
　

十
六
日
以
後

　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

二
四
円

�
　

貨
物
を
搬
入
す
る
た
め
に
使
用
す
る
場
合

　
�
　

貨
物
搬
入
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
ま
で

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

特
地　
　

六
円
四
〇
銭

 

甲
地　
　
　
　
　

四
円

 

乙
地　
　

二
円
七
〇
銭

 

丙
地　
　

一
円
九
〇
銭

　
�
　

十
六
日
以
後

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

特
地　
　

九
円
三
〇
銭

 

甲
地　
　

五
円
三
〇
銭

　
 

乙
地　
　
　
　
　

四
円

 

丙
地　
　

二
円
七
〇
銭

�
　

競
技
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
に

使
用
す
る
場
合

　
�
　

仮
設
工
作
物
の
設
置

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
〇
円

　
�
　

そ
の
他

　
　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

三
円

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

一
四
円

�
　

基
本
料
金

　

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
水
道
料
金
に
一
五
〇
円
（
定
期
的
に
給
水

す
る
定
期
旅
客
貨
物
船
に
あ
つ
て
は
、
一
五
〇
円
の
四
割
に
相
当
す
る
金

額
以
内
で
知
事
の
定
め
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
加
算

す
る
額

�
　

割
増
料
金

　
�
　

執
務
時
間
外

　

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
一
五
〇
円
の
五
割
に
相
当
す
る
金
額

　
�
　

深
夜

　
　
　

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
一
五
〇
円

�
　

仮
設
工
作
物
の
設
置

　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
〇
円

�
　

そ
の
他

　
　

一
日
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

三
円

�
　

工
作
物
を
設
置
す
る
場
合

　
�
　

電
柱
類

　
　
　

一
月
一
本
に
つ
き 

四
九
円

　
�
　

鉄
塔
類

　
　
　

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
一
円

　
�
　

管
類

　
　
　

一
月
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

イ　

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

八
円

ロ　

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

 

一
七
円

　
　

ハ　

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

三
六
円

　
�
　

看
板
広
告
類

　

一
月
表
示
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

二
一
七
円

　
�
　

倉
庫
、
上
屋

　
　
　

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

甲
地　
　
　
　

六
二
円

　
 

乙
地　
　
　
　

四
三
円

　
�
　

架
空
工
作
物

　
　
　

投
影
面
積
一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

六
八
円

　
�
　

架
空
線

　
　
　

一
月
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

三
円

　
�
　

そ
の
他
の
も
の



　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
十
八
号

宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
重
要
港
湾
及
び
」
を
「
国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
係
る
」
の
下
に
「
国
際
拠
点
港
湾
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（11）　 平成23年６月27日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第65号　　 

　
　
　

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

甲
地　
　
　

一
一
九
円

 

乙
地　
　
　
　

八
七
円

�
　

駐
車
場
の
用
に
供
す
る
場
合

　
　

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

二
四
九
円

�
　

そ
の
他
の
場
合

　
　

一
月
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

七
五
円


